
  

2017 年分の確定申告から、「医療保険者からの医療費通知書（自己負担額の記

載があるもの）」、もしくは「医療費控除の明細書（５年間領収書の保管が必要）」を提

出すれば、領収書は提出不要となりました。（2019 年分までの確定申告は、従来通り

医療費の領収書でも申告可能）。 

※ホームヘルプは、家事援助を除く。 

09ページ（医療費控除）の差し替え 

知ってトクする！ 医療・介護・税金の負担軽減策 

2016年版の差し替え 



  

57,600 

14,000  ※ 57,600 

32,400         
下線部分は、2018 年３月まで。2018 年 4 月以降は
41,400円に。 

適用区分 
個人単位（外
来のみ） 

世帯合算 （入
院・外来含む） 

現
役
並
み
所
得

者 

健保：標準報酬月額 83 万円以上 

国保：901 万円以上 

252,600円＋（医療費総額－

842,000円）×１％ 

健保：標準報酬月額 53万円～79万円 

国保：600～901 万円 

167,400円＋（医療費総額－

558,000円）×１％ 

健保：標準報酬月額 28万円～50万円 

国保：210～600 万円 

80,100円＋（医療費総額－

267,000円）×１％ 

一
般 

健保：標準報酬月額 26 万円以下 

国保：210 万円以下 

18,000円 

（年間上限

144,000円） 

57,600円 

低所得者 
Ⅱ 

8,000円 
24,600円 

Ⅰ 15,000円 

 

※年間上限 144,000 円 

自己負担限度額（原則 70歳以上）の軽減（1 カ月）  2018年 8月から 

11ページの差し替え 

2018年 7月まで 



  

2018 年 8
月からは、
上記★の
区分・金額
に 

★ 
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44,400円 ※ 

※65 歳以上で 1 割負担の世帯は、年間上限 446,400 円 
（2017 年 8 月から 3 年間） 

1６ページの差し替え 
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